
                                                                                          

(平成27年3月31日) (単位:円)

 科        目  金        額  科        目 金        額  

【流　動　資　産】 【251,368,679】 【流　動　負　債】 【16,442,276】

    預金                  90,363,572  　未払金 1,349,512  

    機械管理預金          225,000    預り金 217,464  

    定期預金              160,000,000    未払消費税 11,768,600  

    前払費用              461,000    未払法人税等 3,106,700  

　　未収利息 19,457  

    短期繰延税金資産      299,650  

【固　定　負　債】 【25,972,248】

　リース債務 8,839,248  

【固　定　資　産】        【16,218,066】   退職給付引当金 15,873,000  

　（有形固定資産　　） (10,001,457)   役員退職慰労引当金 1,260,000  

    建物付属設備          293,540  負債の部合計 42,414,524  

    車輌                  1,350,001  

    器具備品              740,505  

　　リース資産 7,617,411  

  （無形固定資産        ） (723,736) 

    電話加入権            723,736  

  （投資その他の資産    ） (5,492,873) 【株　主　資　本】 【225,172,221】

    長期繰延税金資産      5,492,873  　【資　 本　 金】 【10,000,000】

　【剰 　余 　金】 【215,172,221】

　　別途積立金 25,000,000  

　　（その他利益剰余金） (190,172,221) 

　　　繰越利益剰余金 190,172,221  

純資産の部合計 225,172,221  

資産の部合計 267,586,745  負債・純資産の部合計 267,586,745  
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個 別 注 記 表
自　平成２６年４月１日　　　

至　平成２７年３月３１日　　

　　ひめぎんビジネスサービス株式会社

１.重要な会計方針                                                                         

　（1）固定資産の減価償却の方法                                                           

　　 　有形固定資産       定額法

機械及び車輌については、定率法    

　 　　無形固定資産　　   定額法 

　　　 リース資産 定額法

                                                                                          

　（3）引当金の計上基準                                                                   

　　　役員退職慰労引当金　　取締役及び監査役の退任による慰労給付に備えるため、

　　　　　　　　　　　　　　役員退職金規程に基づく期末要支給額を計上しています。

　　　退職給付引当金　　　　従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末

　　　　　　　　　　　　　　要支給額を計上しています。     

　（4）その他計算書類の作成のための基本となる重要事項                                     

　　　①リース取引の処理方法                                                              

　　　　ファインス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処

　　　　理によって、計上しています。

　　　　ただし、平成２０年３月３１日以前の契約については、通常の賃貸借取引に準じ

　　　　じた会計処理によって計上しています。      

　　　②消費税等の会計処理                                                                

　　　　消費税等の会計処理は、税抜方法によっています。                                    

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                          


